
公  募  

 

 下 記 の 業 務 を 行 う 者 を 公 募 し ま す 。 応 募 さ れ る 方 は 、 公 募 説 明 資 料 の

応 募 要 領 に 基 づ き 応 募 し て 下 さ い 。  

 

記  

 

1 業 務 の 内 容  

 

 (1)件 名  

大 分 西 部 森 林 管 理 署 庁 舎 等 電 気 供 給 業 務 （ 単 価 ）  

 

 (2)業 務 内 容  

  大 分 西 部 森 林 管 理 署 庁 舎 及 び 敷 地 内 施 設 で 使 用 す る 電 気 の 供 給 業 務 。  

契 約 内 容 等 の 詳 細 に つ い て は 公 募 説 明 資 料 を ご 覧 下 さ い 。  

    （ 5.公 募 説 明 資 料 か ら ダ ウ ン ロ ー ド で き ま す 。 ）  

 

 (3)履 行 期 間   令 和 ８ 年 ３ 月 検 針 日 か ら 令 和 ９ 年 ３ 月 検 針 日  

 

 (4)需 要 場 所     大 分 県 日 田 市 中 城 町 １ － １  

大 分 西 部 森 林 管 理 署  

 

2 応 募 資 格  

 

 (1) 予 算 決 算 及 び 会 計 令 第 70 条 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。  

   な お 、 未 成 年 者 、 被 保 佐 人 又 は 被 補 助 人 で あ っ て 契 約 締 結 の た め

に 必 要 な 同 意 を 得 て い る 者 は 、 同 条 中 、 特 別 の 理 由 が あ る 場 合 に

該 当 す る 。  

 

 (2) 予 算 決 算 及 び 会 計 令 第 71 条 の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と ｡ 

 

 (3)  令 和 ７ ･８ ･９ 年 度 農 林 水 産 省 競 争 参 加 資 格 （ 全 省 庁 統 一 資 格 ） に

お い て 「 物 品 の 販 売 」 に 登 録 さ れ 九 州 ・ 沖 縄 地 域 の 競 争 参 加 資 格

を 有 す る 者 で あ る こ と ｡ 

 

 (4)  電 気 事 業 法 第 2 条 の 2 の 規 定 に 基 づ き 小 売 電 気 事 業 の 登 録 を 受 け

て い る こ と 。  

 

 (5)  契 約 担 当 官 等 か ら 物 品 の 製 造 契 約 、 物 品 の 購 入 契 約 及 び 役 務 等 契

約 指 名 停 止 措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停 止 を 受 け て い る 期 間 中 で な い

こ と ｡  

 

3 公 募 説 明 資 料 を 交 付 す る 場 所 及 び 日 時  

 

 (1)場 所  〒 877-0011 

     大 分 県 日 田 市 中 城 町 １ － １  

     大 分 西 部 森 林 管 理 署  総 務 グ ル ー プ  電 話  0973-23-2161 



 

 (2)日 時   

  令 和 ７ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日 か ら 令 和 ８ 年 １ 月 １ ９ 日 （ た だ し 、 行 政 機 関

の 休 日 を 除 く 。 ） の 午 前 ９ 時 か ら 午 後 ５ 時 ま で と し 、 最 終 日 は 午 前

１ ２ 時 ま で と す る 。 ）  

  

 

4 応 募 期 限 及 び 応 募 先  

 

 (1)応 募 期 限   令 和 ８ 年 １ 月 １ ９ 日  午 後 ３ 時  

 

 (2)応 募 先    上 記 3(1)と 同 じ  

 

5 公 募 説 明 資 料  

 

  公 募 説 明 資 料 （ 応 募 要 領 ・ 契 約 書 (案 )・ 仕 様 書 (案 )・ 参 考 資 料 ）  

 

6 そ の 他  

  本 件 公 募 の 結 果 、 上 記 2 の 応 募 資 格 を 満 た す 者 か ら の 応 募 が あ っ た

場 合 、 当 該 応 募 者 よ り 見 積 書 の 提 出 を 依 頼 し 、 予 定 価 格 の 範 囲 内 で よ

り 安 価 な 見 積 を し た 者 と 契 約 を 締 結 す る も の と す る 。  

   

 

 令 和 ７ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日  

 

                   分 任 支 出 負 担 行 為 担 当 官  

                    大 分 西 部 森 林 管 理 署 長  杉 崎  浩 史  

 

 

お 知 ら せ  

  農 林 水 産 省 の 発 注 事 務 に 関 す る 綱 紀 保 持 を 目 的 と し て 、 農 林 水 産 省

綱 紀 保 持 規 程 （ 平 成 19 年 農 林 水 産 省 訓 令 第 22 号 ） が 制 定 さ れ ま し

た 。 こ の 規 程 に 基 づ き 、 第 三 者 か ら 不 当 な 働 き か け を 受 け た 場 合 は 、

そ の 事 実 を ホ ー ム ペ ー ジ で 公 表 す る な ど の 綱 紀 保 持 対 策 を 実 施 し て い

ま す 。  

 詳 し く は 、 当 ホ ー ム ペ ー ジ の 「 発 注 者 綱 紀 保 持 に 関 す る お 知 ら せ 」

を ご 覧 下 さ い 。  

 

 


